
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 
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下請法・消費税転嫁対策特別措置法遵守を通じた 

“攻め”の法務戦略  

２０１９年 ７月 ８日（月）１４：００～１７：００ 

 企業研究会セミナールーム（東京：麹町５丁目） 

 ご参加頂きたい方 

岩田合同法律事務所 パートナー弁護士 永口 学 氏  

 平成 16 年東京大学法学部卒業、平成 19 年弁護士登録。独禁法違反事件への対応（震災復興談合に対する公取委による犯則調査等）、課徴金減
免申請（リニエンシー）等につき多数の実績を有するとともに、下請法違反被疑事件や消費税転嫁対策特別措置法違反被疑事件への対応を多
く手がけている。また、公取委における審判請求事件における被審人代理人を務める等、優越的地位の濫用等を理由とする公取委対応に関し
ても多くの経験を有する。企業の危機管理対応にも相当数の実績を有し、第三者調査委員、特別調査委員及び事務局、社内調査委員、コンプ
ライアンス委員会事務局等を歴任。著作「下請法における自発的申出の積極的活用を通じた戦略的法務（前編・後編）」Business Law Journal 
2017 年 4 月号及び同 2017 年 5 月号、「独占禁止法審査手続対応マニュアル見直しのポイント」Business Law Journal 2018 年 3 月号ほか。独
禁法や下請法に関するセミナーやコンプライアンスに関するセミナー講師の経験も豊富。 

 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） 
税込・資料代含む 

３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

191445-0303 『下請法・消費税転嫁対策特別措置法遵守』を通じた“攻め”の法務戦略 

１ 下請法・消費税転嫁対策特別措置法の概要と公取委による運用状況 

２ 下請法が適用される要件とその効果 

（１）下請法が適用される要件 

１）親事業者・下請事業者とは 

２）製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託とは 

（２）下請法が適用された場合の効果取引の場面ごとにおける留意点 

１）時系列に沿った4つの義務と11の禁止行為の整理 

２）交渉段階 

３）発注段階 

４）納品段階 

５）支払段階 

６）その他 

３ 消費税転嫁対策特別措置法が適用される要件とその効果 

（転嫁拒否行為について） 

（１）特定事業者・特定供給事業者とは 

（２）特定事業者の遵守事項 

１）減額・買いたたき 

２）商品購入、役務利用又は利益提供の要請 

３）本体価格での交渉の拒否 

４）報復行為 

（３）下請法との相違点 

４ 公取委ほかによる監視体制 

（１）書面調査 

（２）実地調査 

（３）勧告 

（４）その他 

５ 一歩先の攻めの法務を目指して 

（１）自発的申出とは 

（２）違反行為の芽を摘むための社内体制構築のヒント 

６ 質疑応答・ディスカッション       

 

 

 

 

■開催にあたって■ 

【講師より】 

近年、公正取引委員会（以下「公取委」という。）

が下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」とい

う。）の運用に力を入れていることは数字上も明らか

である。例えば、平成30年度は上半期だけで5000

件を超える公取委による指導が実施されており、平

成 30 年度全体を通せば過去最高の数字になるこ

とが予想される（現時点での最高件数は平成 29 年

度の 6752 件）。下請法違反の行為がいかに無自

覚に行われているかの証左といえるであろう。 

加えて、今年 10 月からは消費税の税率が 10％に

引き上げられることが予定されており、消費税の円

滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を

阻害する行為の是正等に関する特別措置法（以下

「消費税転嫁対策特別措置法」という。）の運用も強

化されることが予想される。現に、消費税転嫁対策

に向け、公取委の予算の増額及び増員が認めら

れ、ガイドラインの改正も実施されたところである。 

このような下請法、消費税転嫁対策特別措置法

の積極的運用とその強化が予想される中で、それを

座して待つのではなく、公取委等の調査が入る前に

自ら違反行為の芽を摘み、是正を図る体制を普段

から整えておくことこそが、企業の本来のあるべき姿

ではないか。 

そこで、本講演では、かかる本来のあるべき姿を

目指すための道しるべを示したいと考えている。 

具体的には、公取委等の調査対応の経験や下

請法・独禁法セミナー等で寄せられた現場の声を

踏まえた、運用実務に沿った下請法及び消費税転

嫁対策特別措置法の解説し（改正後のガイドライン

にも言及することにしたい。）、まずは両法の全体像

及び相違点を把握していただくことを目指す。 

そして、そこから一歩進め、受け身の法務からの

脱却を目指し、下請法及び消費税転嫁対策特別

措置法違反行為を認識した場合の対処方法やか

かる違反行為の芽を摘むために整えておくべき社内

体制構築のヒントなどもご提供し、攻めの法務を実

現する方策をご提案したい。さらに、参加者の皆様

とのディスカッションなども行い、多方面から両法を

とらえ直す機会をご提供したい。 

法務部門、監査部門、購買部門など関連部門のご担当者 

 


